様式第５号

様式第３号（第７条第３項関係）

駐車証明書（ 表 面 ）
記載例

	許可番号

	１０１２３（ 裏 面 ）
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【駐車範囲図面】
	


許　　可　　条　　件（標準様式）
当センター駐車場の使用にあたっては、以下の遵守をお願いします。使用期間の更新や駐車証明書の再発行等は　　「鳥取県産業技術センター施設敷地内駐車に関する取扱要領」に定める所定の手続きをしてください。
１　使用を許可する職員等駐車場（許可駐車場）：駐車範囲図面に示す範囲
２　使用期間及び使用料：（期間）許可書に記載のとおり　（使用料）月額1,000円
３　使用者は、常に善良な管理者の注意をもって許可駐車場を使用し、使用期間中、許可駐車場を通勤等以外の用に　　供しないこと、また他の者に使用させないこと。
４　許可駐車場に駐車するときは、駐車証明書を外部から視認できるよう掲示すること。
５　施設運営上やむを得ず必要とするとき又は使用者が許可条件に違反したときは、使用許可の取消、変更又は使用の制限をすることがある。このときは、当センターの決定に従うこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●研究所長　（　　氏　　名　　）
（公印省略）


